
(特記事項)

特になし

該当なし

該当なし

簡易公募型プロポーザル

標準型プロポーザル

該当なし

該当なし

該当なし

随意契約(その他)

指名競争

随意契約(企画競争・公募)

該当なし

該当なし

　2件　　　　　　　　　うち、１者応札案件　　2件

物
品
役
務

　　　　　　　　　　うち、契約の相手方が公益社団法人等の案件　1件

　　　　　　　　　　 うち、契約の相手方が公益社団法人等の案件　0件

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

令和５年６月６日(火)　近畿農政局第１会議室Ａ・Ｂ

　　森　　智幸(公認会計士)

その他随意契約

随
意
契
約

公募型指名競争

一般競争

開催日及び場所

業

務

随意契約

工

事

一般競争

指
名
競
争

公募型指名競争

簡易公募型競争

指
名
競
争

工事希望型競争

その他の指名競争

(ホームページ掲載日:令和５年７月７日)

令和５年度近畿農政局入札等監視委員会　第１回定例会議審議概要

　佐久間　聖二(ジャーナリスト)

　志　部　淳之介(弁護士)

抽　出　案　件

　令和４年10月１日～令和５年３月31日

　97件　　　　　うち、１者応札案件　15件

        　　　　うち、契約の相手方が公益社団法人等の案件　1件

　1件　　　　　　　うち、１者応札案件　0件

　  　5件　        うち、１者応札案件　　4件 

（抽出率　5.3％）　　　　（抽出率26.7％）

　2件　　　　　　　うち、１者応札案件　2件

　　　　　　　　　　うち、契約の相手方が公益社団法人等の案件　0件

該当なし

            　　　　うち、契約の相手方が公益社団法人等の案件　1件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（抽出率100％）

一般競争

その他の指名競争

抽
　
　
出
　
　
案
　
　
件
　
　
内
　
　
訳

公募型プロポーザル

該当なし

委　　　　　員

審議対象案件

審議対象期間



○抽出案件

・資料に基づき説明

・その場合に、もう一つ質問です。見積によって価格が決ま
る部分が大きくなった場合に、御社として見積の内容と価格
の適正というのはどのように審査、判断されるんでしょう
か。

・それは分かるんです。そうすると今回、不調になっている
ということは、ズレがあったということで、そういう活用方
式をとられた。次の、それ以後の工事について、調査されて
いる価格自体を変更されるのですか。

・調査価格やられて、入札をする前に色々と調べられている
と思います。見積活用方式ということで、価格を改めた場合
は、調査価格そのものも変更されるんですか。

・ありがとうございます。

・その工事の価格構成にもよるんですけれども、見積活用を
する部分が大きければ、業者さんの価格により近づくと思い
ます。全体の中で標準歩掛を使ってる部分よりも、こちらの
見積を活用する部分が大きければ見積の価格に近づいてくる
と思います。よく使うのかということですけれども、最近、
こういう機械ものについては価格が高騰していて、我々の調
査したものが追いつかなかったりするので、施設ものという
か機械ものについては、なるべく使おうと思っているところ
で、増えてきていると思っています。

意　　見　・　質　　問

・私も同じところが気になったんですけれどもＰ95で見積活
用方式ということで、見積をベ－スに予定価格を組んでいく
という方式だと思うんですけれども、この場合、契約金額と
予定価格というのは、ほぼ100％近くなるのかどうかという
のが一つ目の質問。もう一つは、この見積活用方式が一般論
として採用されるのは、どのような場合でしょうかというこ
とです。

・了解です。そうすると次に入札をされるときは、農政局さ
んで調べられている調査価格をベ－スに予定価格を作られる
と理解してよろしいですかね。

・まず、この工事のために見積をとっているので、特殊なも
のなので。他の工事をだすときには、また、それで別の見積
をとる。今回、我々が見積をとったものは、その工事だけの
もの。別の場合は別の見積をとるということ。

・なるほど、判りました。気にしているのは、その１工事な
んですよ。まず、このその１と書いてある宇曽川頭首工のそ
の１工事ですが、どこまで予定されているんですかね。その
５とか１０まであるんですかね。

・その１工事と記載しておりますけれども、堰に関しまして
は、その１工事だけで完結するということで、その他の取水
施設の土木工事だとか、導水路関係の補修なり補強であった
り、土木工事を引き続きやっていくものがあったりします
が、そういうものをその２工事という位置づけで行いますの
で、これにつきましては完結します。

①湖東平野農業水利事業
宇曽川幹線水路取水施設改修その１工事

回　　　答　　　欄

・提出していただいた先方の見積が適正な価格であるかとい
うことについてのバック資料も出していただいたうえで、そ
れが適正だと判断して、価格を採用させていただいておりま
す。

・我々が最初に見積していた価格は、その価格なんですけれ
ども、予定価格を構成する価格は相手の見積の価格を入れま
す。

・他の工事ですね。はいそうです。標準的な全体の調査にな
いものについては、我々の方で、それぞれ見積をとって、そ
れを予定価格にするということです。

・分かりました。続いてＰ89を見ていただきたい。Ｐ89の
２）の工事内容について、施設機械専門なので本工事に含ま
れている既設管閉塞工といった土木工事の内容については別
発注で検討されるとありがたいと書かれている。今回は、こ
の工事に関しては切り離されたということなんですか。

・土木工事と施設機械工事については、はっきり言って毛色
の違うものなんですけど、それを一緒にするということは、
業者さんにとっては、ある種、ハ－ドルが高くなるものなの
で、今回、そういうこともあって入札者が少なかったのかな
ということもあって、それで土木は別ということで切り離し
ました。
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・それは、消費税なしの部分。 ・ありです。

・Ｐ89にもありました価格差ですね。最近の物価上昇という
ことですが。これは工事に限りませんが、これから物価上昇
が起こるか続いていくかもしれませんが、それに伴って、賃
金の上昇も発生するかもしれませんが。このあたりは入札を
される際の価格の設定につきまして考慮されているという理
解でよろしいでしょうか。

・今回の募集につきまして、地域を区切らないで、今回は全
国でということでした。地域で区切るのと区切らないのとの
何か基準はあるのでしょうか。

・特殊性と必要性。特殊性の方が大きいのですか。 ・施設機械の特殊性というか、製作をしてということで、実
際に金属とかも値上がりしております。

・頭首工工事というのは結構ありますよね。普段から水を堰
き止めているので、それを加工しないといけない。頭首工と
いうのは特殊性と結び付くんですか。

・頭首工も色々とございまして。頭首工に限らず、ゲ－トで
あるとか、ゴム堰であるとか、或いはポンプ場の電気施設と
か、そういう土木工事ではないところのものについて、それ
ぞれの工場なり会社が製作していくので、特殊というか、一
個の値段が物の値段なので、変わっていく。

・分かりました。ありがとうございます。ちなみに今回、熊
本の会社ですが、熊本から作業される方がこちらに全部、来
られて作業されているのでしょうか。近畿以外からくると旅
費交通費とか宿泊費とかそういったものもかかるから、大変
だなと思いまして。これも契約金額の中に全部含まれている
と。

・実際のところは、製作とか専門的なところは本社の方で製
作なりをされて、実際に据え付けたりするところの人工は、
下請け業者を雇ったりということを会社の方で色々と安くな
る方法を考えられて、されていると思います。

・見積活用方式というのがちょっと気になっています。当
然、業者さんの見積を想定すると高率になるというのは結果
としてそうかなと思っているんです。そうすると不調になっ
た場合は、必ずしも見積活用方式をされる訳ではないですよ
ね。それを採用される明確な基準というか、分かり易いもの
があれば、教えてもらえませんか。

・明確な基準はございませんが、特殊な施設機械の関係のも
のは、やはり、見積活用方式をしないとなかなか合わなくて
不調が多くなりがちです。ですので、最初から見積活用方式
で、こういう施設機械ものについては、いきたいと思ってい
ます。

・81,000千円です。

・特にはございませんが。一応、応札の可能性のある会社と
いうのをコリンズで検索をかけまして、一定数以上がそろわ
ないと、どんどん拡げていくというようなことをしておりま
す。今回の場合は非常に会社数が少ないということで、全国
まで拡げて応札をかけたということになります。

・分かりました。ありがとうございます。

・それに関連して、お聞きします。入札不調になった元の工
事の入札予定価格というのはいくらですか。

・土木工事だけなら、450千円ぐらいのものなのですか。 ・閉塞工だけですので。

・そうたいしたことないと。 ・そうです。非常に小さなものになります。

・分かりました。

・見積以外の標準的なところも、時期によって、単価が変
わっていきますので。以前も単価調査の業務があったかと思
いますが。そういうもので反映されています。
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・あまり安易に見積活用方式ばかりを使うつもりもないの
で、必要に応じてやっていきたいと思います。

・ラッキーと思われる業者が２、３者いればですね。たまた
ま、これはラッキーと思う者が１者しかいなかったというこ
となんだと思います。だから、皆、ラッキーと思うはずです
よね。だけど、これはたまたま１者だったということだと思
うんです。

・まあ、業者のことは、別にどうでもいいんで。そこで、先
日も豪雨がありましたけれども、すごい緊急性が高いんだと
かね。この工事をしないと、継続する他の工事もできないん
だとかね。必要性みたいなものを加味しながら、見積活用方
式というものを使われたらと思っているところです。

・関連してなんですけれども。私も見積活用方式を見たとき
に、審査基準とかが気になったんですけれども。私が解釈し
たのは、今回の落札の入札不調の経緯があるのと、昨今の物
価高騰で多分、調達単価が実勢価格にあってきていない。そ
の調整を担っているのかなと理解していて。そうだとする
と、競争確保の最終目的というと、適正価格で実施をすると
いう点にあるので、御社として見積価格を適正に査定する能
力があるということが担保されていれば、私は別に問題がな
いと思っているんですね。ただ、気になったのは、調達価格
というある意味、ちゃんと業者にかけて公的な単価がある訳
で、それと実勢価格がズレているときに、見積を果たしてど
うやって何の基準で査定するのかっていうのは、大変、難し
いんじゃないのかなと想像はしたんです。だから、さっきの
質問で、内部でどういう検討をされたのかとか、査定をどう
いうふうにされたのかとかが、ちょっと気になったので。だ
から、入札監視委員の関心事としては、競争の確保も大切で
すし、もう一つ、最終的に入札価格が決まって、業者が決
まったとして、その価格が適正であるかどうかがちゃんと説
明できれば、委員も納得できるであろうし、対外的にも説明
がつき易いんだろうなと思います。

・見積価格が適正かどうかについては、その裏付け資料とか
をしっかりいただいて、その上で対応している。

・変な言い方かもしれませんが、業者から見ると、すごい
ラッキーに見えるんですよね。

・お聞きしたいと思っている意図はですね、工事は必要なの
でやられたら良いと思っているんです。不調だから見積活用
方式にしましたよと。業者の価格をベ－スに予定価格をはじ
きましたよと、その結果、一者応札で高率なんですよね。こ
れは、ある意味、別の見方をすると、競争性を阻害させてい
るというふうにとられかねないので、それを補う強い理由が
ないのかなと思いまして、お聞きしてるんです。

・私達も沢山の人に参加していただいて、安い価格でやりた
いと。今回もこれで判るように要件もすごく緩和しているの
に、参加者が少ないという状況ですね。それで、なおかつ不
調、不落で予定価格と合わないということになっています。
競争性ということを仕組みとしては、確保しているつもりで
ございまして、仮に見積活用方式をとらなければ、我々の見
積が、それぞれの業者さんの見積と合わない可能性が今の状
況は多くなっているので、事業が進まないということにも繋
がる。一応、我々としては全て公表して、見積の価格も公表
してやっておりますので、その中でのこういう結果です。他
の業者でも見積活用方式で、できる訳です。他の業者さん
だって、自分のところの見積で勝負というか入札できる。
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・資料に基づき説明

・はい。

・全ての単価を公表してますけど、予定価格が分かっている
訳ではございません。

②国営施設応急対策事業五条吉野地区
一の木揚水機（小容量）維持修繕工事

・我々、標準単価も全て公表されておりますから、全ての価
格が分かる。見積価格だけ見せないということではなく、見
積価格も公表して、全ての単価が分かるようにして臨んでい
ただいている。

・気になっているのは、予定価格は事前に公表することはな
いと思うんですけれども、見積を事前に開示することが、そ
の金額に近い数字に業者の競争が固まってしまうんじゃない
かということです。結局、予定価格を事前に開示するのと同
じような効果をもってしまうんじゃないかということを懸念
しています。その懸念というのは、あたらないんですか。

・予定価格は上限なので、競争するときは、それより下の調
査価格のところにいくと思いますけれども、予定価格を公表
すれば、最低価格のところでくじ引きみいなことになるかと
思いますが、現在はそういうことにはなっていない。予定価
格を公表していないし、それぞれの単価ばかりですので、自
分達の企業努力のところも色々、考えられるんじゃないのか
なと思っています。

・見積書を事前交付したとしても、ある程度、入れてくる入
札の価格とか内容にはばらつきがあって、それは競争が確保
されているとの理解でよろしいでしょうか。

・素人的な質問なんですけれども、仮に見積を公表しないと
いった場合は、どんな弊害があるんでしょうか。

・抽出理由として落札率が99.9％ということで、何か理由が
あるんだろうなということを推測しました。今、説明の中
で、でてきましたが、見積をとって事前に公表している。そ
の見積を多分、業者の方がみて、狙いをつけて価格設定をし
てくるんだということだと思うんですけれども。見積を事前
に公表するという運用は一般的なんですかね。

・まず、参加者が適正な価格を算定できないということにな
ります。全て数量とかもつまびらかに公表していますので。
一部を隠すと、仮設はどうなんだろうとか、本体価格はいく
ら何だろうかとか、私は100円で思っていたけれども、実際
は10円しかしなかったとか、他のところもバラバラ違って結
果的に合ったとしても、その後、工事をしていく中で、変更
とかあったときに、おかしいねとかになったりすると思いま
すので、予め私達の価格はこうなんですよというのを理解し
たうえで入札していただきたい。

・いただいた資料を見て素朴に思ったことが一つありまし
て。Ｐ200に業者のリストを載せていらっしゃいます。145も
あるなと思って。そういう参加できる資格のある、参加でき
る技術がある業者さんを拡げてということだと思うんです
が、その甲斐がなかったなと。145もあるのに１者だけなの
かと。かつ、見積も公表されてて、こんだけの大きな大工事
なのに、なぜ１者なんだろうと素朴に思いました。農政局さ
ん、どういうふうに分析されていますか。

・まず、それぞれの会社のご都合もあると思いますし、ポン
プはそれぞれのメ－カ－によって特徴があるんだと思いま
す。今回は、更新というか分解整備ということで、自分達の
ものじゃないものは、やりづらいと思ったのかもしれませ
ん。

・さっき、工事概要のときに、ふと引っ掛かったんですけれ
ども、オ－バ－ホ－ルすることに関しては、僕はいいと思っ
ています。オ－バ－ホ－ルが入札参加に影響を与えたという
ことはあるんですかね。オ－バ－ホ－ルというのは求めて
らっしゃる訳ですか。できるだけ使えるものは使って下さい
と。
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・資料に基づき説明

・そりゃ、当たり前ですよね。

・誰が参加しているかは、分からないようになっています。

・こちらは、簡易公募型プロポ－ザルということで、歩掛か
りも向こうから提案してもらうので、予定価格になってきま
すので、当然、それに近くなってきます。

・公益法人に別に問題があるからという訳ではなくて、抽出
対象案件に公益法人が推奨されているから、挙げさせても
らっています。落札率が高い数字になっていますけれども、
この理由は何でしょうか。

・物価高騰とかも影響してるんですかね。１者しか応札者が
ないのも。

・入札する側としては、何社入札するのかは、事前に判るも
んなんですか。自分のとこしか入札しないって分かるんです
か。

③令和４年度南近畿調査管理
広域農業基盤整備管理調査
土地改良施設管理IT化将来構想検討業務

・ものすごく幼稚な質問で申し訳ないんだけど、要するに、
これは何をするんですか。仕様書みたいなものを作られるん
ですか。マニュアルみたいなものを。

・この業務の仕様書自体はＰ263にありまして、この仕様書
を見て業者は、技術提案をしていただくことになります。

・そうですね。色んな部品とかも上がっていて。高騰だけで
はなくて、納期自体も、施設機械の納期も長くなってきてい
ます。

・ありがとうございます。

・要望ですね。億を超える工事。近畿農政局さんの大規模工
事だと思います。１者で99.955、ちょっと考えないといけな
いなと思うところなんですね。見積価格を公表されるのは通
常、やられてることなんで、特に違和感をもっておりませ
ん。単価表を見せてくれているというのは僕達、知っていま
す。真面目な業者だったら、はじきだすでしょう。それでも
業者が参加する、札を入れる。もっと札を入れる工夫が必要
じゃないのかなと思っているところです。質問というよりも
意見を言わさせていただきます。

・発注をかけるときは、オ－バ－ホ－ルとか、そういう仕様
書でかけさせていただくんですけれども、実際はオ－バ－ホ
－ルじゃなくて、全てを会社の企業努力で一から設置されて
も、それは構わないというような発注の仕方ではあるんで
す。ただし、予定価格をたてるときには、当然、公共事業
で、安いものを選ばざるを得ないので、全面更新をかける場
合の見積をとりますし、オ－バ－ホ－ルの場合の見積もとる
というようなことを行うと、オ－バ－ホ－ルの方が見積が安
く、工事発注前ですけれども、そういうものがあがってくる
ということで、そちらを採用して、発注をかけさせてもら
う。要は見積がとれたということは、そういう会社が、何社
か見積書をとらさせていただいておりますので、応札は可能
だという位置づけのもと、オ－バ－ホ－ルで発注をさせてい
ただいております。

・なるほどね。率がもうちょっと低かったらね。95とかぐら
いだったら、そういうこともあるかなと思ったんですけれ
ど。なかなかの価格だなと。
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・実際のやるべきことというか業務内容なんですけれども、
私、去年、これを担当しておりまして。改良区さんの方で、
土地改良施設を管理していただいているものですから。土地
改良区さんに施設の維持管理を国の方から移管しているとい
うことになっております。それで、各改良区さんの方で
日々、国営施設を維持したり、対応を様々されていることが
ございまして、それらの業務の内容ですね、そういったとこ
ろが、改良区さんも人が少なくなってきている中で、そうい
うのを効率化を国営の施設としても、やっていかなければな
らないというところがございまして、実態を言いますと改良
区さんの方は、ほぼ図面も全て紙ベ－スでされていたり、記
録も全て手書きというようなことがなされているというよう
な実態ですので、そういったところも今後、IT化ということ
でデジタル化を進めていかなければならないだろうという観
点で、デジタル化を進めるためには、どういった方法が最善
なのかということを、この業務の中で導きだしていこうとい
うことで、モデル地区として大和平野地区を選定させていた
だいて、そこがやっている施設管理の業務全般のことを調べ
させていただいて、どの部分がデジタル化ができるのかとい
うようなことを検討していく業務になっております。

・話はよく分かりました。なるほどね。相手が土地改良区な
んでね、国がやられるのも、有りかなと思います。お優しい
なと思いました。随契に関して、ちょっといくつか資料で理
解できなかったところがあるので、確認だけを。Ｐ304を見
て下さい。３者が△△、▲▲、◇◇ということで、Ｐ304か
ら３ペ－ジをめくると、１位、２位の結果通知書があって、
更にめくると、▲▲さんの評定通知書が付いていて、◇◇さ
んの通知書がないんですけれども、これは、辞退されたんで
すか。見逃していることもあるので、言っていただいたら、
探します。

・事務所に聞かないと分かりません。・ちょっと、その関連でね。Ｐ305を見て下さい。参加表明
者選定一覧表というのがありまして、表名者１、２、３と書
かれていますが、この１、２、３というのは入札された方と
か、▲▲、◇◇は、どこに当たるんですかね。Ｐ305の参加
表明者って書いてあるところです。Ａ、Ｂ、Ｃでもいいです
が。

・選定されるか選定されないのかの結果は行くんですけれど
も。例えば、今回は３者ですけれども、10者以上、20者とか
こられた場合は、どの者に技術提案書を求めるのかというこ
となるんですけれども、全者に求めるんではなくて、トップ
10番それ以降の方は、この時点で参加表明の時点で対象外と
いうか。選定するか、しないのかという通知は行くんですけ
れども、点数自体は行かない。

・まず、参加表明があって、技術提案書がでてない時点です
ね。それで、参加すると手を挙げたところで、評価して、参
加してもいいですよという点数です。

・この点は業者に行かないですね。

・行かないのか。

・まあ、それを見て、恐らく、◇◇さんはＡさんでしょう
ね。一番低いので。勘で言ったらダメですね。一番低いの
で、無理だなと。で実際には、応募されなかったということ
なんですかね。

・そうですか。ここ見るとね、Ａ、Ｂ、Ｃともに合計点がで
てて、そこまでいったけれども、◇◇さんは辞退されたと。

・辞退しています。
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・プロポ－ザルだから。

・これは、プロポ－ザルで、ここだと決めたから、競争を許
さないということ。

・この業務がプロポ－ザルの業務だからということ。

・そうです。プロポ－ザルだから、そこしかできないと。

・分かりました。なるほど。結局、プロポ－ザルにするかど
うかという、それに該当する業種でやるかどうかということ
だよね。

・なるほどね。書類審査みたいな形ですか。まず、やられる
訳ですね。

・そうです。先程のＰ305でしたか。基本的には資格要件と
か。

・10者と申し上げましたが、７者ですね。一番下に書いてあ
ります。７者を選んで、７者に技術提案書を求める。

・了解です。続けて、Ｐ307だったかな。Ｐ307の随意契約理
由書の中の一番、最後の段落に「契約の性質または目的が競
争を許さない業務であること。」と書いてあってね、当然、
これを読んで引っ掛かりましてね。競争を許さない業務にな
るというのは、どのような性質、どのような目的なのです
か。

・Ｐ312、Ｐ313で見積書を付けていただいていて、私、いつ
も気になるんですけれども、見積をとる業者さんって、どう
やって選ぶんですか。一般論ですけれども。

・ありがとうございます。

・これは、もうプロポ－ザルで選ばれた業者だから。他の業
務の場合で、見積をとるのは、どういうところかっていう
と、同じ様な業務の実績があるところ。何とか調査だった
ら、何とか調査の実績の多い順に取ります。
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・資料に基づき説明

・Ｐ315を見ますと物品役務等の概要で、応急復旧のため更
新整備するものであると書いてありますけど、これは災害応
急復旧をするというためで、この工事自身が応急の復旧では
ないですよね。

・そうですね。

・まあ、何て言うんですかね。敬遠されているのかというふ
うに思いますね。価格の面で折り合わないとか。資格登録し
ている人はたくさんいるんですけれども、自分のところで
作ってる人だとも限らない。できているものをもってくる人
もいるし。部品をもってきて組み立てる人もいるでしょうか
ら。そういった中で他の人より高いと判っているかもしれな
い。絶対に負けると思っているのかもしれない。ちょっと分
かりませんけど。我々としては間口を広く資格のある人は誰
でもいいよとというような形でだしている中で、入札に参加
していただけないという状況です。

・Ｐ344へ行って下さい。平成28年からずっと○○さんが、
ポンプを落としているなあと。それまでは△△さんも時々、
はいってますけど。基本的には、○○さんが関わる事例が多
いなあと。これも競争性の関係ですね。○○さん以外を排除
するってことはなくっていいんけれど、○○さんしか、もう
入って来られない、参加出来ない実態になっているんじゃな
いかなと見えるんですが。

・その入札価格がね、結局、落札率とかが上がってきてるっ
てことはないですか。今回は98.3％。これまで少なくとも、
ここ３年とプラスアルファぐらいは○○さんが落とされてい
るんですけれども。落札率が上がってるってことはないです
かね。

④令和４年度土地改良技術
災害応急用機械（陸上ポンプ）製造

・過年度も１者応札ということだったと思うんですけれど
も、１者応札になる理由は、どんな点にあるんでしょうか。

・最初から参加していただけないので、アンケ－トはちょっ
と。

・はい。正にポンプを確保するという。持ち運びができるポ
ンプを災害が起きた所へ持って行って、据え付けるというも
の。今も先週の雨でポンプ車とか、こういったポンプを被災
しているところへ持って行っている。

・我々、要求しているのは性能なので、このメ－カ－の、こ
の型じゃないといけない。○○さんのじゃないと言っている
訳ではなくて、これぐらいの能力のものをくださいと言って
いますんで。それは、他の人も、○○さん以外でも作ってい
ます。

・結構です。突然の質問で。

・手元にないので。

・入札を辞退された業者に、アンケ－トとかヒアリングとか
をしたことは、あるんですか。
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・Ｐ346にその説明が書かれています。

・そりゃ、そうかもしれませんね。まあ、技術もそうだけ
ど、色んな部品もお持ちなんだと思うんですね。そこをうま
くと思ってるんだけど。まあね、色々とお聞きしたんですけ
れども、結局、Ｐ344の資料を付けていただいているんだけ
ど、○○さんが続いているということ、そして、落札率が高
いということ。製造という形で、読みますと、製作途中段階
における構造、性能等の確認を実施するための物品製造とす
ると。品質を確保ということで、そのためにやられるのはい
いんですけれども、こういう状況になっているんだと。入札
の実態を見ないといけないというふうには感じています。

・私の説明がちょっと間違っていましたが、途中での性能を
ちゃんと判断するためということ。納入時に今までは、販売
のときに検査していましたけれども、途中でも構造について
確認している。

・そうですね、参加資格はＤだけでなく、Ａまで拡げまし
た。これ以上、参加資格の拡大はなかなか難しいところでご
ざいます。近畿農政局の入札手続審査委員会では、これ以上
の改善の余地が難しいなという判断です。

・同種のポンプの部品販売だったかな、納入が続く限り、も
うその者の独断場になってしまいますよね。自分達で落札し
ているんだから、当然、価格も判っているし、恐らく率もご
存じでしょう。で、益々、自分たちの技術がオンリ－ワンみ
たいになってきている訳で、このまま、継続していいのか
な。

・いや、物品の製造に登録されていればいい。登録の区分な
ので。物品の製造でも、自分で作ってなくっても、よそから
買ってきても大丈夫です。

・ちょっと気にしてるのはですね、物品の販売と製造の区別
が分かんないですけど。販売でしたら、調達したという感じ
で、それが更に製造に変わると、ただでも、これまで○○さ
んが落札されていることが多いのに、製造になると益々、競
争性が減ってしまう、ないしは、１者応札に流れてしまうん
じゃないかなと、そんなふうに見えてしまったんですけれど
も。

・令和３年だけ物品の製造になってるんですけど。これは自
社製作分ということなんですか。

・どう対応されます。

・予定価格が上がっていくとすると、他の会社も参加できる
余地が拡がっていくんのでは。
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・資料に基づき説明

これは、御社で判ることではないかもしれないですけれど
も。内容を見ていると作業としては、結構、手間が掛かるも
のではないかなと見てたところですけれども、何か、この価
格でできた理由は、この会社にあるんですかね。

・そうですね、Ｐ391から、対象農地がございまして、その
後ろに隣接の筆の方とかがございます。基本的には、現地調
査というのは必要ないんです。あくまでも、書面上というか
登記簿上、確認して権利者を調べていくというだけのもので
すから。ちょっと言い方が悪いですが、本省から提供されて
いる積算基準が、ちょっと高めの設定になっているのかな
と。

・アンケ－トの結果ですけど、アンケ－トは農政局のアンケ
－トの標準フォ－マットを使ったものですから、該当項目に
丸を入れる形になっていた。公告期間が短かったということ
に関しましては、公告開始日と公告終了日を除いて10日間、
確保しておりますので、そこは当たらないのかなと考えてご
ざいます。

・それで、今回は性能を上げて、より災害現場で使い易いも
のに上げた訳です。それに合う機械があまりなかったのか、
もっと高いのかということです。

・分かりました。ありがとうございます。

・成果物に関しては、我々の求めるものがでてきているとこ
ろでございます。我々が予定価格を作成する際に、農林水産
本省の方から、提供される資料がございまして、国有農地測
量境界確定促進委託事業に係る公共嘱託登記用積算基準及び
設計業務委託等そういった資料がございまして積算すると
いったところでございまして、概して応札者は、それよりも
低い価格で、十分、対応できるところかと思います。

・これは物品で単価そのものなので、見積価格は公表してな
いと思うので、いくらなのかは分からないと思いますが、結
果は公表されていると思うので、委員がおっしゃるように毎
年、上がっていったとしたら、皆さん、それは見れるところ
にはある。

・分かりました。先程のＰ346の性能ですね、これは、公開
されているんですか。

・そうですね。それぞれの、こういうものが欲しいんだとい
うのは明示して、Ｐ324から仕様書というのがあって、その
中にＰ346にあったようなことが仕様として書かれていま
す。

・自分の持っている製品だと、これぐらいかなと、この製品
だとどれぐらいというのは、分かると思います。

・今、予定価格を上げれば、参加する者は増えるかもとあり
ましたけれども、もちろん、予定価格を教えることはできま
せんが、何となく上がってますよということを何となく知ら
せることはできますか。

・これを見たら、向こうはプロだから、どれぐらいかな、こ
れぐらいでいいのかなというのが、何となく分かるんですか
ね。

・変な話だけど、じゃあ、もうちょっと性能のいいものにし
て、価格を上げて、参加者を増やしますというのは難しいで
すか。

・ありがとうございます。次にですね、落札率が50.4％とい
うことで、契約金額としては1,408千円というふうになって
います。工期が確か既に経過していて、Ｐ360に３月６日に
は成果物があがってきているのではないかと思います。予定
していた金額よりも、大分、安くやっていただいていると思
うんですけれども、成果物に関しては特に問題のある点はな
かったでしょうか。

・ありがとうございました。

⑤令和４年度国有農地
測量・境界確定予定数量算定等委託事業
（京都地方法務局管内）

・今回、１者応札で落札率が50.4％という結果だったと思う
んですけれども、まず、応札者を増やす工夫というのは、ラ
ンクをＤからＣまで拡げて138者が対象とのことだったと思
うんですけれども、さっきの理由にちょっとでてきましたけ
れども、公告の期間が短かったという点が引っ掛かったとい
う業者がおられたと思うんですけれども、その点は何か改善
の余地はあるのでしょうか。
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・用途変更も、してらっしゃらないんでしょう。 ・はい、してないと思います。

・国有農地と言いながら、全てが農地という訳ではないで
す。既に宅地になっていたり、雑種地となっているケ－スも
ございますし。で、農地売りといいますか、農地のままで。

・府県毎に農地がございまして、実際には、我々が直に管理
している訳ではございませんで、各府県に管理していただい
ている。その各府県から、今年度、或いは来年度、これだけ
処分していこう、境界確定していこうとの計画があって、
我々が委託業務を発注するという形になっています。

・なるほど。こんな農地改革に伴って強制収容し、平成21年
度ですか、それを手放されてる、そんな事業されてるなんて
知りませんでした。初めて聞きました。まあ、取材不足だな
と思ったところなんですけれど。

・お答えなかってもいいんですけれども。どこに買い手がお
られるんですか。誰が買われるんですか。

・まだ、農業やっておられないかもしれませんよね。

・この委託事業の次に、実際に境界確定するっていう業務の
方が、当然、現地に入っていただかなければならないんです
けれども。その前段の、境界確定するために、どれだけの数
量が必要なのか、手間が掛かるのかという事業でございます
ので、基本は、現地に入る必要は全くございませんので、仕
様書の中にも現地調査については書いてございません。

・なるほどね。いや、22筆も、この期間で、全部、境界確定
するって、すごい業者だなって、見てたんです。ということ
ではなくて、この土地は誰が持ってるのかっていうことなの
か。

・そうですね。境界確定するにあたって、それに隣接した立
ち会いとかが必要になりますので、その人達が一体、どれぐ
らい、いるのかといったところを調べてもらうものです。

・現地調査、しないんですか。

・京都地方法務局管内と書かれてて、この業者さん、兵庫
県、神戸市ですよね。近畿農政局さんの管内では府県毎に全
部やられるんですか。

・多いのは、いわゆる強制買収してますので、そこの元の地
権者であったりします。

・分かりました。

・最低価格は設けてございません。近年、我々、一般競争入
札をやってございませんでしたので、初めてのケ－スですの
で、例えば、これが、もう少し低落札で我々の求めるものが
でてこなかったら、検討しなければいけないと思いますけれ
ども、我々の求めるものが、落札額ででてきておりますの
で、最低価格を設けることは考えておりません。

・そうですね。まとめてないです。・先程、ダウンロ－ドした会社にヒアリングされたっていう
ところの、京都の北部と南部を分けたら、やり易かったん
じゃないかという意見がありましたが、まとめてないという
ことですよね。

・今回、落札率が低かったんですが、予定価格の中、以下な
ら、落札なんですよね。最低価格の定めはあるのでしょう
か。

　 ・はい、そうです。
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　【以上】

委員会による意見の具申又は勧告の内容 　意見の具申、勧告　　　 なし

　その他 なし

［これらに対し部局長が講じた措置］ 　該当なし

○その他

・特になし。 ・

・いや、違って、この○○さんがやられる業務内容というの
は、今回、京都府内の中の手放される農地。

・手放すっていうか、境界確定が済んでない農地です。

・境界確定が済んでない土地をピックアップしたというこ
と。

・そうです。Ｐ391に書いてある対象地域の、これから境界
確定していく、いわゆる境界確定ができていない。財産処分
をするにあたって、境界確定をしないと処分できませんの
で、それをするための事前の権利者の数であったり、どなた
が権利者であるかをを調べていただくと。

・分かりました。

・Ｐ387に成果品目録という形で、記載例みたいなものがあ
りまして、こういうものですというものです。全く何もない
ものから、作って下さいというものではありません。

・ちなみに、どんな成果物がでてくるか事前に、お尋ねし
て、ドラフトみたいなものをだしてもらうとか、そういうの
でもないんですか。最終的にでてくから、何ですかね、変な
話、どうなんですか。

・大体、予め予測はつくんですね、分かりました。ありがと
うございます。

・要は手放される農地の一覧表を作られるということです
ね。

・一覧表は調べてもらう一覧表ですか。
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